
官製ワーキングプア問題Ⅰ

――地方自治体で働く非正規公務員の雇用，労働――

川 村 雅 則

は じ め に

本稿は，地方自治体で働く臨時・非常勤職

員（以下，非正規公務員，非正規職員とも言

う）の雇用・労働（同じく，以下，労働条件

とも言う）を扱ったものである 。

具体的には，旭川市に雇われて働く非正規

公務員を対象に行ったアンケート調査や，旭

川市からの聞き取り調査の結果をまとめたも

のである。

但し本稿は，まだ中間報告の段階であるこ

とを述べておく。また本文では，アンケート

調査の結果はグラフ化した。結果の詳細は末

尾の資料を参照されたい。

なお本調査は，全日本自治団体労働組合（略

称，自治労）加盟の旭川市職員労働組合（以

下，旭川市職労）の協力で行ったものである。

非正規雇用をめぐる問題の最大の一つは，

有期雇用にともなう雇用の不安定さである。

しかもわが国では，仕事が恒常的に存在しな

がらも，有期雇用の更新を繰り返すという，

「偽装有期労働（雇用）」がひろくみられる。

非正規公務員についてもそれは同様である。

公共サービスのニーズが増加あるいは多様化

しているにもかかわらず，自治体財政が切り

つめられ，公務員定数の削減圧力が強まるな

かで，非正規公務員を増やして対応するとい

う，自治体側にとっても苦渋の選択が採用さ

れてきた。

総務省（2009）によれば，2008年時点で全

国の自治体には非正規公務員数が約50万人

とカウントされ，自治労（2009）の調べでは

約60万人と推定されていた（両者の差は，調

査対象の範囲が異なることなどによる）。

さらにその後の調査（2012年調査）によれ

ば，総務省調べ では約60万人にまで，自治

労調べでは約70万人にまで，その数はそれぞ

れふくらんだ。自治体職場でも非正規はいま
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この問題については，末尾に掲げた参考文献のう

ち上林（2012）や早川・松尾（2012）が詳しい。

NPO法人 官製ワーキングプア研究会（http://

kwpk.web.fc2.com/）も参照。なお筆者も川村

（2012）などで問題を指摘してきた。本稿の「は

じめに」はそれに加筆修正したものである。



や３人に１人と，民間並の水準が実現したこ

とになる 。とりわけ出先機関や女性職場など

で，非正規の割合は高い（図表0-1）。

ところで，「非正規公務員」と一口にいって

も，「臨時・非常勤」などと本稿でもすでに呼

んでいるとおり，地方公務員法（以下，地公

法）上，採用の根拠となる条項が複数存在し，

根拠条項によって彼らの呼称や雇用期間など

は異なる（図表0-2）。すなわち，「３条３項３

号」は特別職（地公法適用なし）で，「22条２

項」と「17条」は一般職（地公法適用あり）

である。前二者は非常勤職員，後者は臨時的

任用職員（以下，臨時職員）と呼ばれる。総

務省（2013）で市町村等の分をみると，その

割合は，順に29.0％，26.1％，44.9％となっ

ている（図表0-3）。

もっとも，任用根拠となる条項がこうして

複数存在し，例えば雇用に関しては，臨時職

員は，６ヶ月以内の雇用を想定し，１回のみ

更新可などという規定があるものの，実際の

任用現場では，根拠や労働条件があいまいな

ケースが少なくない。何年も継続的に働いて

いる者もいる。

というのも先にも書いたとおり，公務員は

基本的に無期雇用（任用）であり，臨時的な，

あるいは緊急的な業務に限って非正規が雇用

されるというのが建て前であるのに対して，

実際には，地公法の条文を拡大解釈して，非

正規がなし崩し的に増やされ活用されている

のが実態だからである。

つまり，仕事（住民に提供されるべき公共

サービス）は恒常的に存在し，そこで彼らは

基幹労働力的な役割を求められるにも関わら

ず，法制度や労働条件は，限定的な採用を建

て前としている。結果，「臨時」という呼称で

恒常的に，あるいは「非常勤」という呼称で

常勤的に働くという矛盾が生じている。地公

法や地方自治法そして労働法が入り組んだな

かで，雇用・労働実態が軽視され，「法の狭間」

但し，公務労働の場合，非正規（雇用）化だけで

なく，民営化という手法も採用されている。後者

の手法では，非正規公務員割合は逆に小さくなる

点に留意が必要である。

注：回答自治体（有効回答）は845件。

出所：自治労（2012）より。

図表0-1 職種別にみた臨時・非常勤等職員の割合
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に置かれた存在となっているのだ 。

関連して，いわゆる任用行為をめぐる問題

官製ワーキングプア問題

図表0-2 短時間勤務の地方公共団体職員に関する制度

非常勤職員 臨時的任用職員

職の区分 特別職（地公法適用なし) 一般職（地公法適用あり) 一般職（地公法適用あり）

根拠法令 地公法３条３項３号 地公法17条 地公法22条２・５項

採用の要件・対象 (臨時又は非常勤の顧問，参
与，調査員，嘱託員及びこ
れらの者に準ずる者の職
【地公法３条３項３号】）

(職員の職に欠員を生じた
場合の任命の方法の一つと
して，採用を規定【地公法
17条】）

①緊急の場合
②臨時の職の場合
③任用候補者名簿がない場合
【地公法22条２・５項】

採用の方法 規定なし〔面接等による〕 (競争試験又は選考【地公法
17条】）〔面接等による〕

規定なし〔筆記試験，面接等に
よる〕

任期 規定なし〔通常１年以内〕 ・６月以内，６月以内で更新可
・再度の更新は不可
【地公法22条２・５項】

給与 報酬及び費用弁償【自治法203条】（常勤の場合には給料及び手当）

勤務時間・休暇 条例等で規定

分限処分 規定なし 適用あり【地公法27条，28
条】

適用なし【地公法29条の２】
(分限について，条例で規定可）

懲戒処分 規定なし〔要綱等で規定〕 適用あり【地公法27条，29条】

服務（守秘義務等) 規定なし〔要綱等で規定〕 適用あり【地公法30～38条】

社会保険等 ・勤務時間等により厚生年金，健康保険，雇用保険を適用
・公務災害又は労災を適用

定数 定数条例外【自治法172条３項】

注１：地公法は地方公務員法。任期付法は地方公共団体の一般職の任期付き職員の採用に関する法律。自治法は

地方自治法。

注２：〔 〕内は実態上多くみられる運用。

出所：総務省（2009）より。

図表0-3 職種別・任用根拠別にみた，市町村等の臨時・非常勤職員数 単位：人，％

市町村等全体

特別職非常勤職員
(法３条３項３号)

一般職非常勤職員
(法17条)

臨時的任用職員（法
22条２項・５項)

構成比 構成比 構成比 構成比

一般事務職員 102,199 100.0 27,723 27.1 25,416 24.9 49,060 48.0

技術職員 4,462 100.0 1,984 44.5 1,104 24.7 1,374 30.8

医師 3,835 100.0 1,751 45.7 1,135 29.6 949 24.7

医療技術員 7,107 100.0 2,648 37.3 1,688 23.8 2,771 39.0

看護師等 20,394 100.0 3,897 19.1 5,810 28.5 10,687 52.4

保育士等 91,113 100.0 16,416 18.0 24,475 26.9 50,222 55.1

給食調理員 34,241 100.0 6,277 18.3 11,218 32.8 16,746 48.9

技能労務職員 42,763 100.0 9,991 23.4 12,190 28.5 20,582 48.1

教員・講師 27,369 100.0 8,130 29.7 6,675 24.4 12,564 45.9

その他 77,832 100.0 40,630 52.2 17,437 22.4 19,765 25.4

合計 411,315 100.0 119,447 29.0 107,148 26.1 184,720 44.9

注１：地方公務員法第３条第３項第３号に規定する臨時又は非常勤の顧問，参与，調査員，嘱託員若しくはこれ

らの者に準ずる者として任用されている者。

注２：一般職として期限付任用されている者（一般的に地方公務員法第17条に基づく任用とされている者）。

注３：地方公務員法第22条第２項又は第５項に基づき臨時的任用されている者。

出所：総務省（2013）より作成。

非正規公務員の法制度をめぐる複雑さについて，

上林（2012）p6ではこう指摘されている。「それ
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が存在する。すなわち，民間労働者であれば

労使対等原則にもとづく労働契約で，例えば

一定の条件を満たせば雇い止めを撤回させら

れるのに対して，公務員の採用は，行政が個

人を任務に就かせる任命行為であって，労働

者としての権利に制約が課せられている。

正規の公務員は，しかしながら法制度や労

働運動の成果で雇用や処遇が守られているの

に対して，非正規は，地公法上の位置づけが

曖昧なこともあって，雇い止めが容易に行わ

れてしまう。「現行の法令とその解釈は，非正

規職員の「労働者としての権利」を不当に低

く抑え，行政の裁量を過度に認める結果と

なって」（自治労『自治体臨時・非常勤等職員

の手引き』より）いるのだ。この点が非正規

問題に対する労働組合の取り組みを困難にし

ている理由の一つでもある。旭川市職労にお

いても，一部の職場で非正規職員が組織化さ

れているものの，全職場にまでひろがってい

ない。

以上のような事態の放置は許されない，官

がワーキングプアをつくってよいのか，とい

う動きが全国にひろがりつつある。非正規公

務員はその対象ではないが，公契約条例の制

定運動もそのひとつである。本調査研究も，

こうした問題意識にもとづき，まずは彼ら非

正規公務員の労働実態や労働条件に対する意

識などを明らかにしようと企画されたもので

ある。

１．調 査 概 要

調査は，旭川市総務部人事課及び旭川市職

労からの聞き取りと，旭川市に雇われて働く

臨時・非常勤職員を対象にしたアンケートの

２つを行った。

聞き取りを経た上でアンケートを行い，ア

ンケートの結果をふまえ，再度聞き取りを

行った。というのも，当初の聞き取りが不十

分で，アンケートでは想定外の回答も少なく

なかったためだ（本文では，その都度，注釈

に説明を加えている）。

アンケート調査は，2013年６月下旬から７

月中旬にかけて調査票を配布し，回収は８月

初旬までに行った。

調査票の配布は，市職労ルートで行い，回

収は返信用封筒を用いた。市職労の体制との

関係で，水道部門と病院部門はアンケートの

配布対象から除いた。

調査票を1,663人に配布し，回収が709部

だった。いずれも有効回答である。但し設問

ごとの有効回答は必ずしも一致しないので注

意されたい。

旭川市では，「臨時（臨時的任用職員）」「嘱

託（非常勤嘱託職員）」という呼称が使われて

いるので，以下ではそれにならう。

資料１にアンケートの自由記述をまとめ，

資料２にアンケートの集計表をまとめた。具

体的には，次の４種の表である。⑴回答者全

体の集計表。⑵男女別集計表：男女それぞれ

〔複雑さ――引用者〕は現行の公務員関連法が常

勤の正規職員を念頭に設計され，臨時職員や非常

勤職員という非正規公務員に関する法制度の設計

はいわば放置され，その任用のあり方や処遇のあ

り方が問題になると，関連法の関係する条文を，

つまみ食いのように引っ張り出し，都合よく解釈

してきたからである。」（その結果として）「自治体

の非正規公務員の法適用関係は，地方自治法，地

方公務員法，地方公営企業法，地方公営企業等の

労働関係に関する法律に加え，労働基準法，労働

組合法，労働関係調整法をはじめとする労働関係

諸法も駆使して理解を深めなくてはならない」と

いう。
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の結果と，60歳未満に限定した結果。⑶雇用

形態別集計表：臨時職員と嘱託職員それぞれ

の結果と，60歳未満に限定した結果。⑷職種

別集計表：回答者数が30人を超える７職種

について分析。資料３として，本調査で使っ

た調査票を付けた。

２．聞き取り調査の結果

旭川市総務部人事課から聞き取った内容と

提供された資料で，臨時・嘱託職員の雇用，

労働の特徴を整理した。

１）旭川市における非正規公務員の規模

他の自治体同様，旭川市の非正規公務員の

規模は年々増加している（図表 -1）。平成元

年には20％程度だった非正規割合は増加を

続け，現時点では40％に達した。逆に，3,500

人前後で推移してきた正職員は，2000年代か

ら減り続けている。

図表 -2のとおり，非正規の内訳は，「臨時

職員」が776人で，「嘱託職員」が1,146人で

ある。

部局別にみると，「学校教育部」で臨時・嘱

託の人数が多い。但し同部の臨時・嘱託とは，

用務員や給食調理員などあくまでも市で採用

されている職員であり，北海道教育委員会で

採用されている非正規職員（教員）は含まれ

ていない。

応募・採用者の年齢は，高校を卒業したば

かりの者から60歳超まで様々だが，最も多い

のは主婦層ではないかという。最近は若年層

の応募も増えているようである。

採用にあたっては，例えば応募者の経済的

事情を斟酌するなどの特別な配慮は行われて

いない。採用は人事課で行われているが，職

図表Ⅱ-1 旭川市における正職員及び臨時・嘱託職員数の推移

注：各年４月１日時点の人数。正職員の人数は，総務省「地方公共団体定員管理調査」による。

出所：旭川市提供資料より作成。
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種によっては，人事課だけでなく当該部署で

も面接が行われている（給与管理などは一括

して人事課で行われている）。

２）雇用更新，勤続上限など

臨時・嘱託職員の勤続年数には，上限が設

けられている。

臨時職員は，１回の雇用契約期間を５ヶ月，

勤続の上限を10ヶ月とし，嘱託職員は，１回

の契約期間が１年で，２回までの更新（通算

３年までの勤続）が可能となっている。

つまり臨時の場合は，まずは５ヶ月で発令

して，問題がなければさらに５ヶ月延長とな

る。但し臨時職員で繰り返し働くケースは

（「原則的にはよくはないが」）あるという。

その場合，つまり再度の任用の場合には，原

則として２ヶ月の「空白期間」が設けられて

いる。

嘱託の場合には「基本は１年」と説明して

採用し，問題がなければ更新が行われる。専

門性が高く，人を確保できない部署（職種）

もあるので，その場合には結果的に３年を超

えて働いてもらっているケースもあるが，基

本は上記のとおりであるという。再度の任用

の際の「空白期間」は，嘱託職員には設けら

れていない。

更新が行われるかどうかがわかる時期は，

「年末から年始ぐらいだと思う」。更新を行う

かどうかは基本的には部署レベルで判断さ

れ，本人に伝えられるという手順をとる。勤

務態度や勤務状況が悪い場合には，更新は行

われない。更新をめぐってトラブル（労使の

見解の相違）が生じたことも過去にはある。

一方でその逆に，３年を超えて働いてもらい

たいという要望が部署からあがってくること

もある。余人を持って代えがたいケースに限

り，勤続は延長される。いずれにせよ，雇用

更新が行われるかどうかは，部署レベルでの

判断によるという。

３）勤続上限やそれぞれの雇用形態に対する

市側の評価

雇う側としては，仕事に慣れた人に働いて

もらうのが望ましい。実際，仕事も円滑に進

み，結果として市民サービスの向上にもつな

がる。しかしながら，旭川市には非正規公務

員として働くことを希望する人は多い。結果，

同じ人を長く雇い続けると雇用機会に不公平

が生じてしまうことになる。「痛し痒しの状

図表Ⅱ-2 部局別にみた正職員及び臨時・嘱託職員数

（2013年４月１日現在）

臨時・嘱託職員

正職員
（人） 臨時

（人）
嘱託
（人）

計
（人）

臨時・
嘱託割合
（％）

会計課 16 0 2 2 11.1

行政改革部 4 0 0 0 0.0

総合政策部 37 3 0 3 7.5

総務部 110 15 24 39 26.2

税務部 141 6 47 53 27.3

市民生活部 159 2 79 81 33.8

福祉保険部 257 13 108 121 32.0

子育て支援部 122 69 244 313 72.0

保健所 112 17 23 40 26.3

環境部 109 47 14 61 35.9

経済観光部 92 25 15 40 30.3

農政部 63 0 7 7 10.0

都市建築部 105 10 11 21 16.7

土木部 131 14 6 20 13.2

消防本部 352 8 18 26 6.9

学校教育部 121 494 177 671 84.7

社会教育部 117 16 130 146 55.5

上下水道部 165 3 10 13 7.3

市立旭川病院 521 31 230 261 33.4

議会事務局 21 2 0 2 8.7

農業委員会事務局 14 1 1 2 12.5

選挙管理委員会
事務局

7 0 0 0 0.0

監査委員事務局 10 0 0 0 0.0

合計 2,786 776 1,146 1,922 40.8

注：図表 -1の正職員数との差は，派遣や休職など

対象範囲の違いによる。

出所：旭川市提供資料より作成。
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態」であるという。

それぞれの雇用形態のメリット，デメリッ

トについては，まず嘱託職員は，同じ職場で

同じ人を３年間雇うことのできるというメ

リットがある。よって，専門性の高い職種は

嘱託職員での採用となる。ただその代わりに，

労働時間が短い点がデメリットである（労働

時間については後述）。

それに対して臨時職員は，フルタイムで働

いてもらえるというメリットがある一方で，

勤務上限が10ヶ月というデメリットがある。

よって専門性が必ずしも高くない職種で臨時

という雇用形態を採ることになる。

もちろん，実際には上限を超えて働いてい

るケースもあるのだが，やはり国のフレーム

（例えば，任期や労働時間など）を意識して

採用（雇用形態の使い分け）せざるを得ない

という。

４）賃金，収入など

嘱託職員の賃金は図表 -3，臨時職員の賃

金は図表 -4のとおりである。前者は月給制

で，後者は時給制・日給制である。

諸手当や一時金，退職金などは一切支給さ

れない。まれなケースだが，危険業務などに

従事する場合の特殊勤務手当がある程度

だ 。昇給制度もない。基本の上限を超えてど

れだけ長く働いたとしても昇給はない。

よって，職種による差もあるとはいえ，市

立病院の医師など特殊なケースを除き，年間

の賃金総収入額は200万円以下がほとんどで

はないかという。

ところで，正職員に準ずる内容で，通勤手

資料には，臨時職員については，「本表〔図表 -4〕

以外の資格等を有する者及び特殊業務に従事する

者については，予算の範囲内で市長が別に定め

る」。嘱託職員については，「特殊な資格・経験・

知識を有する者及び特殊業務に従事する者で，市

長が特に認めた場合は，予算の範囲内で別に定め

る」という但し書きがそれぞれ記されている。

図表Ⅱ-3 職種別にみた嘱託職員の

賃金月額 単位：円

金額

相談員 134,400

調査員 134,400

指導員 134,400

用務員 134,400

清掃員 134,400

施設管理人 134,400

警備員 134,400

司書 153,300

看護師 153,300

給食調理員 137,500

出所：旭川市提供資料より作成。

図表Ⅱ-4 職種別にみた臨時職員の日額給・時間給

日額給 時間給

事務補助 6,060 790

保育士 6,840 890

ボイラー 8,000 1,040

用務員（Ａ） 6,550 850

用務員（Ｂ） 6,060 790

給食調理員 6,210 810

給食配膳員 6,060 790

運転手（大型・特殊） 9,780 1,270

運転手（中型） 7,580 980

電話交換手 6,060 790

土木作業員 8,460 1,100

じんかい・清掃作業員 7,580 980

農業作業員 6,670 870

公園清掃作業員（Ａ） 7,970 1,030

公園清掃作業員（Ｂ） 6,770 880

保健師・助産師 9,180 1,190

看護師 8,740 1,130

准看護師 7,720 1,000

看護助手 6,550 850

検査技師・放射線技師 8,590 1,110

検査助手 6,060 790

栄養士 6,920 900

野犬掃とう員 7,580 980

動物飼育員 9,080 1,180

動物飼育補助員 8,460 1,100

出所：旭川市提供資料より作成。
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当だけは支給されている。

臨時職員には「相当以前から」基本賃金と

は別に通勤手当が支給されているが，嘱託職

員については，「従来は基本賃金に一定額の通

勤手当相当額を含めて支給していたが，2011

年度から基本賃金とは別に支給」が開始され

た。交通費に関する現場からの要望があった

ことや，国の枠組みとしても通勤手当の支給

が認められるようになったことなどが背景に

あるという。

５）働き方，有給休暇，労働・社会保険

週の所定内労働時間は，臨時職員の場合は，

正職員同様に38時間45分で，嘱託職員は週

29時間が大多数であるという。但し臨時職員

には，例えば学校給食などパート職員もいる。

パートの労働時間については，職場や職種に

よって異なる。

非正規公務員には主婦が多いが，パートを

除けば，扶養の調整はとくに行われていない

（多くは，扶養上の調整のしようがない）の

ではないかという。

有給休暇について，臨時職員と嘱託職員そ

れぞれの付与日数は，図表 -5， -6のとお

りである。

なお有給休暇は，年度ごとに付与され，当

該年度に付与された分は，翌年度に限り，繰

り越して受けることができる。

保険関係は，所定の条件を満たす場合には，

職場の保険に加入させている。

具体的には，まず雇用保険は，週の勤務時

間が20時間以上で，雇用期間が31日以上が

加入要件である。これに該当するのは全体の

約９割である。

次に社会保険（厚生年金，健保）は，週の

勤務時間が正職員の概ね４分の３以上で雇用

期間が２ヶ月以上の場合である。該当するの

は約７割である。

なお，「学期ごと」に雇用される場合（後述）

には，その都度，切り替えの手続きを本人が

行うことになる。

６）仕事に関する不満や，相談体制など

日々の仕事に関する非正規公務員からの相

談窓口は，特別には設けてはいない。

職場で起きている問題については基本的に

職場で解決してもらっている。職場を超える

問題，あるいは職場で話し合ってもらちがあ

かない問題については人事課に相談しても

らっている。

但し，そもそもそういう相談はめったにな

いし，例えば，正職員との処遇格差に対する

不満もとくに聞かない（但し長期の勤続希望

図表Ⅱ-5 臨時職員の年次有給休暇の付与日数

⒜ パート以外の臨時職員の場合

雇用期間 日数

２ヶ月以上４ヶ月未満 2日

４ヶ月以上６ヶ月未満 4日

６ヶ月以上12ヶ月以下 10日

注１：定数内職員に定められている

勤務時間以上であり，かつ，

１ヶ月に18日以上の勤務日

数のある者に限る。

注２：時間単位で取得できる。

⒝ パート職員の場合

雇用期間
週所定勤

務日数
年所定勤務日数 ２ヶ月以上

４ヶ月未満

４ヶ月以上

６ヶ月未満

６ヶ月以上

12ヶ月未満

4日以上 169日以上 2日 4日 10日

3日 121日から168日まで － 2日 5日

2日 73日から120日まで － － 3日

1日 48日から72日まで － － 1日

注：時間単位で取得できる。

出所：旭川市職労提供資料より作成。
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はあるのではないか）という。

正職員がいない職域・職場もある。例えば，

学校用務員や，「出張所」（住民票の交付など

を行う機関），「図書館分室」などがそれであ

る。

但しその場合でも，一定程度経験があって

仕事に慣れた人や職員のOBを配置すること

によって，支障はとくに出ていないし，常に

連絡・フォローができる体制にもなっている

ので，仕事上のことで，非正規職員だけで判

断に悩むことはないという。

なお，正職員になるためには公務員試験に

受かる必要があるが，非正規公務員として働

いた経験などは考慮されない（但し採用後，

過去に職歴を持つ者として，初任給の額に反

映される）。

３．アンケート調査の結果

709人から寄せられた回答を分析する。

回答者全体の結果を中心にみて，必要に応

じて，男女別，雇用形態別あるいは職種別の

図表Ⅱ-6 嘱託職員の年次有給休暇の付与日数

⒜ 「週25時間未満勤務者」及び「業務遂行に著しく支障をきたす場合」

継続勤務日数
週所定労
働日数

１年間の
所定労働
日数

２ヶ月以
上４ヶ月
未満

４ヶ月以
上６ヶ月
未満

１年以下 ２年以下 ３年以下 ４年以下 ５年以下 ６年以下 ６年を超
える年数

5日以上 217日以上 2日 4日 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

4日 216日以下 2日 4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日 168日以下 － 2日 5日 6日 6日 7日 9日 10日 11日

2日 120日以下 － － 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日 48日以上
72日以下

－ － 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

注１：週の所定労働日数が一定している嘱託職員については，表の左欄の週所定労働日数の区分に応じ，週の所

定労働日数が一定していない嘱託職員については，表の中欄の１年間の所定労働日数の区分に応じて，そ

れぞれ表の右欄の継続勤務年数の区分ごとに定める日数とする。

注２：年次有給休暇は，年度ごとに付与し，当該年度に付与された年次有給休暇は，翌年度に限り，繰り越して

受けることができる。

注３：年次有給休暇は，１年を単位で与えるものとする。

⒝ 週25時間以上勤務者 単位：時間

継続勤務日数

１週間の勤務時間数 ２ヶ月以
上４ヶ月
未満

４ヶ月以
上６ヶ月
未満

１年以下 ２年以下 ３年以下 ４年以下 ５年以下 ６年以下 ６年を超
える年数

35時間以下 － － 70 77 84 98 112 126 140

34時間以下 － － 68 75 82 96 109 123 136

33時間以下 － － 66 73 80 93 106 119 132

32時間以下 － － 64 71 77 90 103 116 128

31時間以下 16 31 62 69 75 87 100 112 124

30時間以下 15 30 60 66 72 84 96 108 120

29時間以下 15 29 58 64 70 82 93 105 116

28時間以下 14 28 56 62 68 79 90 101 112

27時間以下 14 27 54 60 65 76 87 97 108

26時間以下 13 26 52 58 63 73 84 94 104

25時間 13 25 50 55 60 70 80 90 100

注：年次有給休暇は，年度ごとに付与し，当該年度に付与された年次有給休暇は，翌年度に限り，繰り越して受

けることができる。

出所：旭川市職労提供資料より作成。
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結果をみる。年齢別の分析は，60歳未満と60

歳以上で分けている。

詳細は，資料２に，単純集計表とクロス集

計表を掲載しているので参照されたい。

１）属性，世帯構造など

男女別にみた人数は，「男性」184人，「女性」

523人，「無回答・不明」２人で，全体のおよ

そ４分の３が女性である（図表 1-1。なお図

表では無回答・不明分を除き，有効回答を

「n＝…」で表記している）。

年齢は（図表 1-2），男女全体でみると，

「40歳代」と「50歳代」がそれぞれ３割前後

を占めているが，「男性」に限ると半数以上が

「60歳以上」である。聞き取りによれば，教

員を定年で退職した者がその経験を活かし学

校や公民館施設で働いているという（今回の

調査回答者でそうしたケースがどの位かは不

明）。「女性」は，「40歳代」と「50歳代」で

全体の３分の２を占める。

世帯構造は（図表 1-3），多い順に，「配偶

者と子ども」37.4％，「配偶者のみ」25.0％，

「親のみ」9.6％，「単身世帯」8.0％と続く。

「子どものみ（一人親世帯）」も5.4％みられる。

後述のとおり，彼らの賃金水準は著しく低

いが，本人以外で働いている者が世帯内にい

ないケース（「なし」）が全体の３割を占める

（図表 1-4）。その割合は，60歳未満に限定

しても，「男性」で41.5％，「女性」で23.1％

を占める（資料２を参照）。

２）職種と雇用形態

「その他」を除く，回答者の職種で多いのは，

順に「一般事務」19.8％，「学校給食」18.7％，

「学校用務」12.5％である（図表 2-1）。

図表Ⅲ 1-1 回答者の性別

図表Ⅲ 1-2 年齢構成

図表Ⅲ 1-3 世帯構造

図表Ⅲ 1-4 全体及び男女別にみた，世帯内における

(本人以外の）就労者の有無
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なお「その他」の内容は，教育関係（特別

支援学級の支援員），医療関係（看護師，保健

師，栄養士)，学童以外の指導員，施設管理な

ど多岐にわたった。

「男性」で多いのは順に，「学校用務」30.6％，

「一般事務」13.7％，「公民館」13.7％で，「女

性」で多いのは順に，「学校給食」25.3％，「一

般事務」21.9％，「学童指導員」12.3％である。

以下では，回答者数の多い（30人超の）７つ

の職種をとりあげ，職種別の分析結果も示す。

次に雇用形態は（図表 2-2），「臨時職員」

が45.4％で，「嘱託職員」が54.6％である。

職種によって，「臨時職員」が多いもの（例え

ば「学校給食」や「学校用務」）もあれば，「嘱

託職員」が多いもの（「学童指導員」「相談員」

「公民館」）もある。

同一職種で雇用形態が異なる理由は，聞き

取りによれば，職場での役割や責任の度合い

の違いなどによるという（例えば「学校給食」

では，嘱託職員が臨時職員の管理的な役割も

担うという）が，例えば「保育士」や「一般

事務」などでも違いはあるのか，その詳細は

今後の研究課題である。

ところで，彼らの職務は，正職員と同様な

のか，それとも異なるのか（その場合，軽易

か高度か）を先にみてみよう。厚生労働省に

よる有期労働者調査の設問を参考にした。

結果は（図表 2-3），「正職員よりも軽易な

職務に従事」が43.3％で最も多い。だが次い

で，「正職員と同様の職務に従事」と「職場に

正職員がいない」がそれぞれ全体の４分の１

前後で続く（26.2％，25.6％）。「職場に正職

員がいない」が，もともとそうなのか，正職

員からの置き換えが進んで非正規だけになっ

図表Ⅲ 2-1 職種 図表Ⅲ 2-2 全体及び職種別にみた雇用形態

病院で働く非正規公務員は本調査の対象外である

が，病院以外で働く非正規の医療職が存在した。

図表Ⅲ 2-3 正職員との比較でみた職務
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たのかは不明である。

なおこの結果は職種によって異なる（図表

2-4）。例えば「一般事務」では「軽易な職

務」が最多（71.3％）であるのに対して，「相

談員」では「同様の職務」が半数（51.6％）

を占めている。保育士も「同様の職務」が多

い（42.1％）。「学童指導員」や「学校用務」

では「職場に正職員がいない」が多い（とく

に前者では81.0％）。

さて，本文では関連する訴え（自由記述）

を幾つか掲載していく（資料１も参照）。まず

は，職務の重さを指摘する声だ。賃金に関す

る批判とのセットが少なくない。

○ 立場は弱く，賃金も正職員より安いのに，正

職員の教育やクラス担任を全て任され責任が

重すぎる。仕事にはやりがいを感じているし，

働くことの喜びを感じているので，精一杯で

きる限りのことを毎日行っているが，もう少

し評価されたい。使うだけ使って，責任を押

しつけ，使い捨て感がぬぐえない。専門知識

を持って，プロ意識を持って働いている人は

たくさんいる。そういう人達に頼り切ってい

る気がする。何もわからず何もできない人達

の方が守られ，給料も高いなんてひどい。女

性／30歳代

○ 所属している部署に正職員はいますが，職場

内にはいないため，相談することがあっても

とてもしづらい。またあいまいな状態で処理

する案件が多すぎて，対応に困ることも多い。

女性／30歳代

○ 勤務の性質上，預かる児童の人数により仕事

のきつさは変化するし，保護者への対応も。

主事・主事補・担当職員も毎年（全部ではな

いが）異動等があるので，違いがある。昨年

は，暴れる児童で身体に傷が絶えず，いわゆ

るモンスターペアレントの対応は精神的に大

変なものである。児童数によっても仕事内容

は変わる。女性／50歳代

○ 仕事の内容は正職員とほぼ一緒だが，賃金は

だいぶ違うと思う。現場の人をリードしたり

教えたりしなければならなく，仕事の重みは

あるが，待遇は軽いと思います。女性／50歳

代

○ 職員が１人で他はパートで，職員が休みのと

きや普段も，職員と同じ仕事をしています。

パートも新しい人ばかり入ってきて，その人

達の指導もしてと，割に合わないです。新し

く入ったパートがミスをすると，長年いる

パートがちゃんと見てないからだとなる。女

性／40歳代

○ 私たちの仕事は，正職は全滅になり，臨職を

３分１の給料で安く使っています。経費節約

です。しかも今年から１人体制となり２人分

の仕事をしなくてはなりません。ひどいこと
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です。以前正職がいたときは同じ仕事内容で

給与が正職の３分の１で働いていたので，こ

れもひどい実態でした。今は１人で大変（精

神衛生上はよいと言えます）。とにかく「非正

規労働者は悲しい状態にある」ことを声を大

にして言いたい。女性／50歳代

３）雇用契約，勤続年数

非正規公務員の雇用について順にみていこ

う。

第一に，１回の雇用契約期間 については

（図表 3-1），「１年」が半数超だったが，「そ

の他」にも回答が少なくなかった。具体的に

は，「学期ごと（148人）」や，５ヶ月超１年未

満に該当する回答（「10ヶ月」が48人，「11ヶ

月」が23人など）である。

前者の「学期ごと」という回答は，学校現

場（職種では「学校給食」や「学校用務」）で

みられるもので，後者は，「臨時職員」は５ヶ

月の採用を経た後は，更新で最長10ヶ月まで

雇用が延長されることから，そのことを回答

した（あるいは職場で曖昧になっている）ケー

スも含まれるのではないかと思われる（資料

２のとおり「５ヶ月超１年未満」に回答した

ほとんどは「臨時職員」である）。

第二に，通算の契約更新回数については（図

表 3-2），１回の雇用契約期間もあわせてみ

る必要があるので，ここでは，「今回のみ」が

全体の４分の１を占めていることを確認して

おくにとどめ，通算の勤続年数をみる（図表

3-3）。

結果は，３年以上働いているものが全体の

44.8％を占め，５年以上に限っても，とりわ

け「臨時職員」では31.6％（「嘱託職員」では

25.4％）と高い割合でみられる。職種別にみ

ると（図表 3-4），５年以上の割合は，「学童

指導員」や「学校給食」で多い。

なおアンケートでは，「（非正規公務員とし

て）今の仕事に従事してから，通算の勤続年

数はどの位」になるかを尋ねている。再度の

任用（任用の繰り返し）がどの程度含まれて

いるのかは不明である（１年を超えて働く臨

時職員ではこのケースに該当すると思われ

る）。

さて，第三に，契約更新の回数や勤続年数

について上限があるという説明を雇われる際

に受けたかどうかについては（図表 3-5），

「言われた」が半数を占めるものの，「言われ

ていない」も全体の３分の１強を占める 。な

図表Ⅲ 3-1 １回の雇用契約期間

図表Ⅲ 3-2 雇用更新回数

聞き取り結果をふまえて，「５ヶ月間」「１年間」

という選択肢で十分かと思ったが，「その他」への

回答も少なくなかった。
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お職種別にみると，「学校給食」では「言われ

ていない」が多い（68.0％）。

最後に，以上のような雇用の特徴を反映し，

雇い止めや非正規公務員を辞めた後の就職・

雇用に関する不安が強い（図表 3-6）。「非常

に不安がある」だけで全体の３分の１強を占

め，「不安がある」とあわせると全体の４分の

３を占める。

４）非正規雇用で働く理由，就労希望など

非正規労働者への質問でよくみられる，な

ぜ今の雇用形態で働くのかの結果（正確には，

なぜ働くのか，の結果も含む）に移る。理由

を３つ以内で回答してもらった 。

図表Ⅲ 3-3 全体及び男女別にみた，通算の勤続年数

図表Ⅲ 3-4 職種別にみた，通算の勤続年数「３年以

上」割合及び「５年以上」割合

図表Ⅲ 3-5 契約・勤続上限の説明の有無

図表Ⅲ 3-6 雇い止めや今の仕事を辞めた後の再就

職の不安の有無

「言われていない」には，後日に知った，同僚から

聞いたなどの記載のあった５人を含む。

３つを超える回答が４人みられたが，大きな影響

はないと判断しそのまま有効回答とした。
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結果は（図表 4-1），まず家計の厳しさが

あげられる。すなわち，「オ．家計にゆとりを

もたせるため」（30.2％）よりも，「カ．生活

を維持するため」が半数を超えている

（55.6％）。加えて，「ア．正職員・正社員の

仕事につけなかったから」が30.2％，「キ．あ

る程度労働時間・労働日が選べるから」と「エ．

技術・技能・経験を生かしたいから」がそれ

ぞれ４分の１前後（26.7％，24.1％）を占め

る。

当然これらには性や年齢による差がみられ

（資料２を参照），例えば「男性・60歳未満」

群では，「カ．生活を維持するため」70.4％，

「ア．正職員・正社員の仕事につけなかった

から」53.1％などとなっている。

さて，今後の希望はどうか。まず，今の職

場で働き続けることの希望の有無は（図表

4-2），「希望する」が全体の３分の２に及ぶ。

残りは，「わからない」が４分の１で，「とく

に希望しない」を選択しているのは１割に満

たない。

また，今の職場に関わらず「正職員・正社

員」で働くことを希望するかどうか尋ねたと

ころ（図表 4-3），「希望している」が41.6％

で，「とくに希望していない」は45.8％とそれ

を上回った。非正規雇用で働くニーズも存在

するということになるだろう（但し，ここで

望まれている非正規とは，多くは「短時間労

働」を意味すると推測される）。

なお，これらの今後の希望についても，性

や年齢による差がみられ，例えば，「男性・60

歳未満」群では正規雇用を「希望している」

割合が76.3％に及ぶ。

また「女性」では，結婚や出産などを背景

に年齢に従い低下するとはいえ，「女性」全体

で41.0％が正規雇用を望んでいること，とり

わけ若い年齢層では正規雇用希望割合が高い

こと（順に「29歳以下」60.5％，「30歳代」

図表Ⅲ 4-1 現在の雇用形態を選択した理由（３つ以内)

図表Ⅲ 4-2 今の職場で働き続けることの希望の有無
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51.5％，「40歳代」40.9％，「50歳代」34.7％）

を強調しておく。

雇用に関する訴え（自由記述）は，雇用不

安はむろんのこと，背景にある勤続上限の設

定や「空白期間」の設定，更新（が告げられ

る）時期をめぐる問題など多岐にわたった。

○ 30も半ばになるとハローワークの求人と自

分の希望する職種がなかなか一致しません。

給与も下がる可能性が大きいですし，新しい

職場での人間関係や勤務時間の延長など不安

要素はたくさんあって，考えると時々何も手

につかないことがあります。正規職員に昇格

するためのチャンスをもっと欲しいといつも

願っています。男性／30歳代

○ ２ヶ月待機しての雇用に不満がある。30歳を

超えると正社員で採用されにくくなり，臨職

等につくしかない。それなのに２ヶ月待機さ

せられるのはとてもツライ。収入が無くなり

生活するのに大変困るので。女性／30歳代

○ 契約の更新ができる（決まった）ときは伝え

られるということがなく，更新できないとき

は年度末近くになってからと非常に判断が遅

い。女性／30歳代

○ 契約更新されるかされないかの，はっきりし

た決めごともなければ，通年雇用されるかさ

れないかの決めごともない。結局私たちは使

い捨てのカイロみたいにいつ捨てられるかお

びえていかなければならないのだろうか。国

は，市は，一体私たちをどのように考えてい

るのか教えて欲しい。男性／50歳代

○ 基本的に５年上限と言われている。しかし上

司がかわればその期限もかわってしまうこと

があり，１年１年不安がある。専門職なのに

期限があり，素人が雇われているのを見ると，

市民サービス低下にもつながり，不満がある。

女性／30歳代

○ 職員の方の都合によっては雇用期間が延長に

なるかもしれませんが，判明するのがたぶん

ギリギリです。せめて１週間前には雇用延長

がわかれば次の仕事探しも楽です。女性／50

歳代

５）労働時間，有給休暇など

次は働き方に関する設問をみていこう。

第一に週の所定内労働時間 は（図表

5-1），「38時間45分」「29時間」で６割を占

めたが，「29時間」より短いケースも全体の３

分の１を占めた。いわゆるパート職員と思わ

れる。

職種別にみると（図表 5-2。煩雑になるの

で最大は「38時間45分以上」とまとめた），

「学童指導」や「学校給食」では29時間未満

が多く（前者は「25時間未満」が78.1％，後

者は「25時間以上，29時間未満」が68.3％），

「学校用務」では「38時間45分」が全体の３

分の２（67.4％）を占める。

さて次に，普段の仕事で不払い労働がある

かを尋ねたところ（図表 5-3），「ない」が

86.2％だった。そもそも，所定外の労働（残

業）自体が「ない」割合が全体の８割（78.9％）

を占めている（図表 5-4）。今日のわが国の

聞き取りをふまえ，「38時間45分」「29時間」に

集中すると予想したが，それ以外が多かった。ま

た，職種によって隔週勤務なども存在した。

図表Ⅲ 4-3 全体及び男女別にみた，正規雇用で働く

ことの希望の有無
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正規雇用の働き方と比べると，これらの所定

外・不払いの値は小さいといえるだろう。

なお，不払いの「ある」割合が最も高い職

種は「学校用務」22.4％で，同様に，所定外

労働の「ある」割合が最も多い職種は「学童

指導員」34.4％である（資料２を参照）。

図表Ⅲ 5-1 全体及び男女別にみた，週の所定内労働時間数

図表Ⅲ 5-2 職種別にみた，週の所定内労働時間数

図表Ⅲ 5-3 普段の仕事での不払い労働の有無 図表Ⅲ 5-4 同，時間外労働の有無
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最近の疲労回復状況については（図表

5-5），「一晩睡眠をとればだいたい疲労は回復

する」が４割超と最多を占める。疲労蓄積度

の高いと思われる群は，全体の２割である。

但し男女差がみられ（「女性」では全体の４

分の１超），なおかつ職種別にみると（資料２

を参照），「学校給食」では疲労高蓄積群が４

割弱（37.3％）にまで増加している。仕事内

容や作業環境の検証が必要な職種・職場もあ

ると思われる。

ここで有給休暇の使用状況をみる。付与日

数（あるいは時間数）と使用日数（同）から

使用割合を算出した 。「昨年度の使用状況」

を尋ねたので，勤続が１年に満たない者を除

いて分析した。

結果は（図表 5-6），「100％」の使用が

44.7％で最多である。正職員に比べると付与

日数が少ないとはいえ，使用割合は高いとい

えよう。使いやすさについても（図表 5-7。

こちらは勤続１年未満者を含む），「使いやす

い」が全体の約８割（78.5％）を占めている。

最後に，保険関係をみる 。まず医療保険は

（図表 5-8），全体の３分の２は，「勤め先の

健康保険」である。

次に年金保険については，支給がすでに開

始されているケースも含まれた「60歳以上」

は除いて集計した。結果は（図 5-9），６割

超が「勤め先の厚生年金」である。

なお，「学期ごと」に雇用され，なおかつ「勤

図表Ⅲ 5-5 全体及び男女別にみた，最近の疲労回復

状況

図表Ⅲ 5-6 有給休暇の使用状況

図表Ⅲ 5-7 有給休暇の使いやすさ

時間数での回答も一定程度みられたので（日数で

の記載を想定していた），ここでは，付与日数・時

間数と使用日数・時間数から算出した使用割合を

みることにした。

聞き取り結果をふまえ，雇用保険に関する設問は

省略した。なお，社会保険に関する設問で，教員

の退職者など，もと共済加入者を想定していな

かったので，「共済（年金）」を選択肢に設けなかっ

た。
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め先の健康保険・厚生年金」に加入している

場合は，その都度，保険の切り替え手続きが

必要になる。自由記述にそのことへの不満が

みられた。

○ 施設管理の仕事をしていますが，土・日曜日

は８時45分から22時までとなっています。

休憩・休息の時間が理解出来ません。就業規

則で定めたとしても労基法上おかしいと思

う。30分＋30分はありえない。仕事の関係上，

決まった時間に取れないとしても，13時間に

対し１時間は少ないと思う。男性／50歳代

○ 常に１人で公民館の管理をしているため，一

応休み時間（昼食，夕食時間）はあるが，ゆっ

くり食事をできる状況ではない。暇があって

も館外に出ることができないため，拘束され

ている時間が長い。平日夜間は17時から22

時まで。土日は午前８時45分から22時まで

と非常に長い。勤務のサイクルは，１週間勤

務の後，翌週は７日間休み。男性／60歳以上

○ 現在は，だいたい希望にそって有給休暇を

取っていますが，休む日は代替指導員を自分

で探さなければならず，決まらないときは何

人もの代替さんに電話をかけます。相勤の指

導員が休みの日は，自分は休みを入れられず，

自由に取れるわけでは無い。よって有休の時

間は消化できません。女性／50歳代

○ 雇われる際に勤続年数の上限を通告されてい

る。生活をしていく上で働くことは必須なだ

けに大変不安である。通年雇用でないため年

に２度も健康保険を切り替えなければならな

い。手続き中は保険証が手元にないため何か

あったときに通院できない。またその都度発

令される辞令？にも，次の雇用に対する〝予

定なし"と記入されており，精神的にも大変

不安であるし，また雇用を再開される通知も

突然であるため身動きがとれない。賃金も生

活保護以下の水準である。女性／50歳代

○ 夏と冬２回雇用が切れ，そのたび健康保険を

返納し，市役所へ行き，国民健康保険に加入

する。次に雇用されても保険証が届くのに３，

４週間かかり不便。保険証が届けば前の保険

証を市役所に返納する。毎回これの繰り返し。

また６年で雇用が切れるのでは，用務員さん

の士気，能力の向上につながらない。男性／

60歳以上

６）賃金，暮らしの状況など

賃金や暮らしに関する結果をみていく。

第一に賃金の支払い形態は（図表 6-1），

「月給制」は半数超で，「日給（日給月給）制」

と「時給制」が残り46.7％を占める。「嘱託職

員」は多く（94.9％）が「月給制」であるの

に対して，「臨時職員」のその値はわずか

3.2％である（資料２を参照）。祝日などで就

労日数・時間が減れば，その分だけ収入は減
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図表Ⅲ 5-9 全体及び男女別にみた，現在加入してい

る年金保険（但し60歳以上を除く）

図表Ⅲ 5-8 全体及び男女別にみた，現在加入してい

る医療保険の種類



るという点が不安定である。

第二の特徴は，賃金水準の低さである。ま

ず，「時給制」の回答者で最も多いのは「810

円」という金額である（図表 6-2）。

次に，１ヶ月の平均的な賃金総収入（税込

み，通勤手当は除く）をみると（図表 6-3），

「12～14万円」と「10～12万円」で全体の６

割を占めている（それぞれ39.2％，22.7％）。

最後に，年間賃金総収入はどうか（回答選

択肢で設けた「2012年はいまの仕事はしてい

ない」と回答した者や，勤続１年未満の者は

除いた）。結果は（図表 6-4），「300万円以

上」まで選択肢は設けたがわずか１人のみで，

９割超が200万円未満に含まれた。先に職務

内容などを２）で検討したが，正職員と「同

様の職務」が最多であった「相談員」におい

ても，多く（71.4％）は200万円未満であっ

た（図表 6-5。詳細は資料２を参照）。

さて，こうした低水準にも関わらず，しか

しながら第三に，主な収入源を一つ選択して

もらったところ（図表 6-6。収入源が一つと

いう意味ではないので注意），「あなた自身の

収入（以下，本人収入）」が「配偶者の収入」

45.8％と拮抗している。とくに「男性」では

「本人収入」が多数であること，配偶者（夫）

の収入がメインであることが想定される「女

性」でも，約３割は「本人収入」であること

を強調しておく（年金支給が開始されていな

い60歳未満に限定しても同様である）。

ところで，正職員との間の処遇面での差に

ついてはどう評価されているのだろうか（図

表 6-7）。明確に不満を訴えているのは（「不

満がある」「非常に不満がある」の合計は），

全体の２割強にとどまった。ただ，「多少の不

満」まで含めると半数を超える。正職員との

差で不満を感じているのか，自らの職務など

との関連で不満を感じているのかを掘り下げ

る必要がある。なお，「男性・60歳未満」群で

は31.7％，職種別にみると「学校用務」では

36.9％と不満群がやや多い（資料２を参照）。

図表Ⅲ 6-1 全体及び男女別にみた，賃金の支払い形

態

図表Ⅲ 6-2 時給額

図表Ⅲ 6-3 １ヶ月の平均的な賃金総収入（税込み，

通勤手当は除く）
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最後に，暮らしの状況に関しては（図表

6-8），「大変苦しい」と「やや苦しい」をあわ

せると６割を超える（23.6％，38.9％）。言う

までもなく，世帯構造や本人以外の就労者の

有無で結果は異なる。

図表Ⅲ 6-5 職種別にみた，年収150万円未満及び

200万円未満割合

図表Ⅲ 6-6 全体及び男女別にみた，主な収入源

注：ほかに「子どもの収入」を選択肢に設けたが，回

答者は０人。

注：図表では「250万円以上」でまとめた。

図表Ⅲ 6-4 全体及び男女別にみた，2012年の年間賃金総収入

図表Ⅲ 6-7 正職員との間の処遇面での差に対する

評価
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賃金に関してはその水準の低さを中心に，

経験や責任・役割が反映されず昇給もないこ

と，あるいは，兼業を希望しても公務員であ

ることを理由に認められずにいることなどが

訴えられていた。

○ 何年勤務しても，正職員になれる訳でも，賃

金が上がる訳でも，ボーナスが出る訳でも，

退職金が出る訳でもありません。以前は交通

費さえ出ていない状態でした。仕事上の不安

というより常にお金の心配（生活の不安）が

あります。女性／30歳代

○ 雇用書には，何も言われなければ雇い止めと

されており，非常に不安。正職員は６ヶ月で

ボーナスがもらえるが，こちらは10ヶ月で一

度雇い止めで，いったん強制で休まされる。

有給休暇も，こちらは３ヶ月で２日間のみ。

正職員の空きが無いので，なりたくても正職

員になれない。苦しい。非常に苦しいです。

資格を取るのに大学に行った分，奨学金も返

さなければなりませんが，少ない賃金で副業

は禁止。ボーナスの出る正職員と同じ仕事を

しているのにおかしいです。女性／20歳代

○ 今の年齢では次の就職先があるかどうか。月

額が決まっており，また残業も無く（指示が

ある場合のみ。ほとんどなし），賃金に対して

不満はあります。手取りを考えるとかなり生

活は厳しいです。仕事としては正職員と変わ

りなく，またボーナス等も全くなく，処遇の

差は大きいと感じます。男性／50歳代

○ ここの給料だけではやっていけません。でも

兼業ができないので，大変生活が苦しいです。

子どもを扱う仕事で大変なのに，ボーナスな

ども無い。以前は在籍年数に応じて少しの

ボーナスはありました。10万の給料で年金，

健保も差し引い〔加入させ〕てもらえないで，

自腹で全額払っています。働く母を助けるた

めの施設なのに，そこで働いている私たちは

苦しい状況下にあります。せめて保険をかけ

ていただきたい。女性／30歳代

○ 最低賃金に近い時給計算なので非常に賃金が

低く，生活の維持が大変。職員の中に明らか

に臨時職員を馬鹿にした対応をする人がい

る。仕事のやり方や作業効率を改善しても給

与にはねかえらないので仕事のモチベーショ

ンが上がらない。男性／40歳代

○ この仕事を始めて10年近くになるが，時給が

新人とかわらない。ベテランが新人の仕事を

フォローしているのに同じ賃金とはいかがな

ものか？ 新人を教えるのもパートで，職員

は高給取り。年数によって賃金が上がっても

良いと思う。女性／40歳代

○ 突然契約を切られたら路頭に迷う。人間関係

がいつも大変でとても嫌。何年働いて仕事を

覚えても，何も出来ない新人の仕事をカバー

し職員のように仕事を教え仕事をかわってあ

げても，時給は新人と同じ。やってられない。

女性／50歳代

７）仕事上の不安や不満

最後に，仕事上の不安や不満をみる（図表

7-1。複数回答可）。

「ア．不安や不満はとくにない」というのが

全体の３割である。残り７割が何らかの不安

や不満を訴えている。

多いのは，賃金・処遇関連や雇用関連であ

る。前者は，「エ．賃金・一時金が安い」31.2％，

「オ．正職員との処遇の差が大きい」24.0％，

「タ．能力の向上が賃金増に結びつかない」

19.6％で，後者は，「イ．解雇や雇い止め」

29.1％である。

「男性・60歳未満」群ではいずれの訴えも全

体よりも高く，とりわけ「エ．賃金・一時金

が安い」は48.1％にまで及んでいる（資料２

を参照）。

ところで，「チ．仕事の進め方や上司の指示

が悪い」「ツ．職場の人間関係がよくない」「テ．

セクハラやいじめがある」など，職場の人間

関係に関わるような訴えは，重複をのぞいて

も，17.0％が回答している。
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あわせて，自由記述には正職員（公務員）

を「攻撃」するような内容も散見される。

一見「人間関係」が原因とみえるような場

合でも，その土壌には，広義の労働条件をめ

ぐる問題が存在するケースが多いと思われ

る。とりわけこの非正規問題では，正職員と

の労働条件格差や，労働条件に対する「発言

権」の格差（正職員にはそれが労働組合で保

障され，非正規は労組加入が認められず，し

かも雇用更新や再度の任用がかかっているの

で沈黙せざるを得ないこと）などが土壌にあ

るのではないか 。あるいは，管理職としての

教育機会が十分に保障されぬままに非正規を

管理する役割が正職員に与えられていること

や，正職員の業務負担 などもあるように思

われる。今後さらに検討をふかめたい。

さて，回答者数に留意しながら，主な職種

についてみる（図表 7-2。紙幅の都合で，訴

えの多いものを中心に掲載）。

「学童指導員」や「公民館」では「ア．不安

や不満はとくにない」が相対的に高い（それ

ぞれ38.1％，56.3％）のが特徴であるのに対

して，「一般事務」では，「イ．解雇や雇い止

め」34.3％，「エ．賃金・一時金が安い」36.5％

がそれぞれ全体の３分の１強を占める。「保育

士」は（「臨時職員」が多いためか）「イ．解

雇や雇い止め」が42.1％と高い。

先に疲労蓄積割合の高かった「学校給食」

では「サ．仕事がきつい」が最多である

（28.7％）のが特徴である（他に「ツ．職場

の人間関係がよくない」も17.8％とやや多い）。

「相談員」は「イ．解雇や雇い止め」42.4％

のほか，「タ．能力の向上が賃金増に結びつか

ない」が30.3％と他職種に比べても高い。「学

校用務」では「イ．解雇や雇い止め」に加え

て，処遇関連，すなわち，「エ．賃金・一時金

が安い」47.7％，「オ．正職員との処遇の差が

大きい」39.8％が多い。

藤田（2012）においても，正職員や公務労組に向

けられる憎悪のまなざしや，その一方での，労働

条件「格差」に対する労組の自覚の希薄さが指摘

されている。

旭川市提供資料によれば，2012年度の時間外勤務

総時間数（対象は一般会計の職員）は218,012時

間で，08年度の171,027時間から約４万７千時間

も増加している。また，病気休職者数（各年４月

１日時点。水道，病院を含む）は，2009年は６人

だったのが，13年には17人まで増加している。

図表Ⅲ 7-1 仕事内容の不安や不満（複数回答可)
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○ 非常に重たい書類の箱を運ぶ作業がある。正

職員はやらない。多いときは３日にわたる。

私の部署は女性ばかりだが，全員参加。手伝

う正職員は決まっていて，女性職員は可哀想

だからやらなくていい，と私たちの横で言っ

ている。この仕事があることは初めに言われ

なかった。女性／40歳代

○ 職員並の仕事をしていてもボーナスもなく，

使うだけ使われて，任期が来たら終了するの

はひどすぎます。常に忙しく，責任のある仕

事まで臨職にさせ，かばってもくれないで，

見て見ぬふりをしている職員が多い。職員に

改善の話をしても改善される見込みはない。

女性／30歳代

○ 年齢的に，体力的なことや能力にも衰えを感

じています。10ヶ月ごとに新しい部署に配属

となり，すぐには仕事が覚えられません。仕

事に慣れた頃に雇い止めになります。少なか

らずハラスメントのようなことも無いとは言

えません。今回の課では，仕事の内容が専門

的でマニュアルもわかりにくく，大変困難で

した。指導する側もよくわかっていない状態。

女性／50歳代

○ 正職員とパートで仕事の内容はそれほど変わ

らないのに（職員の１人は全然働かない‼），

年収が10倍も違う‼ 給食調理員が何百万

もの年収をもらえるのはおかしい。〔非正規

は〕調理師の免許を取得しても１年目の新人

と時給は同じ。そのあたりを考慮して欲しい。

嘱託職員の枠を増員して欲しい。女性／40歳

代

○ 職員が１人しかおらずその他はパートのみ。

職員が休んだらパートのみで色々対処しなけ

ればならず，すごく負担が大きい。職員が１

人のためワンマンな仕事場の雰囲気で，やり

方がおかしい（納得がいかない）と罵倒され，

いつもびくびくしながら勤務している。パー

トは正職員の使いぱしりなのかといつも考え

てしまう。その悩みさえも職場内に持ち込め

ず苦しい毎日。女性／40歳代

まとめに代えて

聞き取りとアンケート調査の結果にもとづ

き，旭川市で雇われる非正規公務員の雇用・

労働をみてきた。それぞれの職務・仕事の内

容や，正職員との業務分担など掘り下げた調

査が課題として残った。

繰り返しになるが，自治体で働く彼ら非正

規公務員の雇用をめぐる問題とは，多くの仕

事が恒常的に必要とされ，少なからぬ者が基

幹労働力的な働きをしているにもかかわら

ず，そのことを前提としない法制度・労働条
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件の下で雇われていることにある，とまとめ

られるだろう。そのことへの不安や不満が多

いことも，今回の調査で「発見」「可視化」さ

れた。多くの自治体でも同様の状況がみられ

るのではないか。

労働条件の改善と，労働者の基本的な権利

の保護，自治体側（任命権者）の過度な裁量

の規制・適正化が必要である。むろん，非正

規公務員増の背景にあるこの間の「構造改革」

や財源問題については国の責任が大きい。

問題の詳細な整理や裁判例の傾向などは，

参考文献にゆだね，ここでは，雇用と賃金に

関する基本的な方向性を述べるにとどめる。

まず雇用である。「偽装有期雇用」について

は，民間では，改正労働契約法（2013年４月

施行）で，通算で５年を超えて有期雇用で働

く労働者には，申し出れば，無期雇用への転

換が認められることとなった（転換は早くて

18年より）。不十分な内容であるとはいえ，こ

の法改正の理念は公務部門においても尊重さ

れるべきである。むしろ，公務部門は民間の

手本となるべきではないか。

なお，市民に対する雇用機会の公平な提供

を理由とした勤続の上限設定は，雇用の質は

むろんのこと，彼らによって提供される公共

サービスの質も，低下させていることが示唆

された。非正規職員だけになぜそうした擬似

的なワークシェアの考えが適用されるのか。

ワークシェアを掲げるなら，例えば，労働時

間の一律な減少などに，職場全体で取り組む

べきではないか。

ちなみに，総務省（2013）の調べでは「再

度任用」 はひろく認められている し，自治

労（2012）でも，（職種によってばらつきがみ

られるが）４，５割の自治体で勤続に上限は

設けられていないことが明らかになってい

る。さらに，学校給食調理員の夏期・冬期休

業期間中の雇用でも，72.0％の自治体で雇用

が継続されているという。

第二に賃金について。フルタイム労働者も，

国家資格を有する専門職も，年間賃金収入は

200万円未満がほとんどだった。諸手当や一

時金の支給もなく，勤続や経験が反映されな

い（昇給がない）ことに不満が寄せられた。

しかも，異動のある正職員との比較には留意

が必要であるとはいえ，少なからぬ者は，自

らの職務について，正職員と同じだと回答し

ていた。

基本給の引き上げ，諸手当や一時金の支給

など，どこから着手するかはともかく，生活

保障給あるいは仕事給の観点からの賃金の検

証，均等待遇に向けた取り組みが地道に積み

重ねられるべきではないか。自治労（2012）

によれば，職種によって異なるが，一時金（期

末手当等）の支給がある自治体は全体の３分

の１から４割前後みられ，さらに，数は少な

いとはいえ，昇給制度のある自治体は２割前

後でみられるという。

労働組合の長きにわたる運動の成果もあっ

て正職員の労働条件はそれなりに守られてい

ここでいう再度任用とは，「当初予定されていた任

用期間を満了した後に，引き続いて同じ職種に任

用すること。法22条２項及び５項に規定するよう

な法定の更新は除く。なお，任期の満了した職員

を，任期満了後１ヶ月以内の間隔を空けて再び任

用する場合も再度任用に含む」とされている。

再度任用状況は，職種及び任用根拠によってばら

つきがあるが，計算したところ，再度任用が可能

な団体は76.2％～99.5％，再度任用の回数上限に

定めがない団体は65.1％～77.8％，通算任用期間

の上限に定めがない団体は62.5％～73.0％だっ

た。
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る。そのこと自体は何ら問題ではない。ただ，

同じ職場で同じような仕事に従事しながら

も，顕著な労働条件「格差」の下で，そのこ

とへの「発言権」も奪われた労働者が増え続

けていることをどう考えるのか。立法政策上

の措置はむろん必要だが，それを実現するた

めにも，非正規公務員がまずは労働組合に包

摂される必要があるのではないか。

実際，自治労（2012）は，臨時・非常勤等

職員の処遇改善と雇用継続にむけて，次の４

つの運動課題を提起している。⑴臨時・非常

勤等職員の組合加入を進める，⑵正規職員，

臨時・非常勤等職員がともに要求，交渉を進

める，⑶住民に，臨時・非常勤等職員の実態

を訴えていく，⑷臨時・非常勤等職員制度の

法改正に取り組む，である。いずれも，ここ

旭川市においても直ちに取り組まれるべき課

題であると思われるがどうか。

謝辞：データ提供や聞き取り，アンケートな
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